
    特別養護老人ホームアンスリール 料金表 
                                    平成 29 年 4 月～  

 １日の利用料金 ＝ 介護サービス費＋加算＋居住費＋食費＋その他費用  

※当施設は 7 級地に所在するため、単位数に 10.14 を乗じた金額の１割または 2 割が利用者負担

になります 

【福祉施設介護サービス費】 

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

625 単位 691 単位 762 単位 828 単位 894 単位 

【各種加算】 

加算項目 内容 利用者負担額（単位）

福祉施設個別機能訓練体制加算 
理学療法士の配置がある場合に

加算されます 
12 単位 

福祉施設看護体制加算Ⅰ 
基準を上回る看護師の配置があ

る場合加算されます 
4 単位 

福祉施設栄養マネジメント加算 
管理栄養士を配置し、栄養ケアマ

ネジメントを実施した場合 
14 単位 

福祉施設療養食加算 
医師の処方箋に基づき療養食を

提供した場合に加算されます 
18 単位 

福祉施設若年性認知症受入加算 
若年性認知症利用者に対しサー

ビスを行った場合加算されます 
120 単位 

福祉施設初期加算 
入居日から３０日（入院後も同

様）に加算されます 
30 単位 

福祉施設外泊時加算 
入居者が６日以内の入院・外泊を

した場合に加算されます 
246 単位 

常勤医師配置加算 
専従の常勤医師を配置している

場合加算されます 
25 単位 

福祉施設口腔衛生管理体制加算 

歯科医師から、施設の介護職員に

対して、口腔ケアに関する助言・

指導がされた場合に加算されま

す。 

30 単位/月 

経口維持加算（Ⅰ） 

医師または歯科医師の指導のも

と管理栄養士が個別に経口維持

計画書を作成した場合に加算さ

れます。 

400 単位/月 



経口維持加算（Ⅱ） 

入居者のケアに関わる職員が共

同して食事摂取状況を確認し、会

議を行う。その会議に歯科医師又

は衛生士が参加した場合加算さ

れます。 

100 単位/月 

福祉施設処遇改善加算Ⅰ 利用者全員に加算されます １か月総単位の 8.3％

 

【介護保険負担限度額認定】 
第１段階  市民税が世帯非課税であって、年金を受給している方/生活保護を受給されている方 

第２段階  市民税が世帯非課税であって、合計所得金額と課税年金収入額との合計が年間８０万以下の方 

第３段階  市民税が世帯非課税であって、利用者負担第２段階に該当しない方 

第４段階  世帯に市民税の課税者がいる方 

利用者負担段階 居住費 食費 

１段階 ８２０円 ３００円 

２段階 ８２０円 ３９０円 

３段階 １３１０円 ６５０円 

４段階 ２７６０円 １３８０円 

 

【その他の費用】 
※希望者のみ自費でご利用いただけます 

特別食 

トロミ調整剤 １食あたり  ５０円 

ソフト食 １食あたり １００円 

凍結含浸食Ⅰ １食あたり １００円 

凍結含浸食Ⅱ（含浸食+トロミ） １食あたり １５０円 

 

※上記以外に『金銭貴重品管理費』として一か月１５００円徴収いたします 

※理美容をご希望の方は職員にお申し出ください、実費でご利用いただけます 

※その他詳しくは、施設相談員にお問い合わせください 


